
慧瞥
いざ! という時のために､

手元において活用して下さい｡

2008年　文京区

このお知らせは､災害時要援護者ご本人

と､その身近な方々にお読みいただき､

日頃の備えや災害時の行動について知っ

ていただくことを目的としています｡

災害時には右図のような
タス手をかけて区民防災

組織(町会･自治会)及び

民生･児童委員の方が支
援にあたります｡

要援護者の支援にあたる人たち

文京区の避難方式(基本的な避難のパターン)

自宅が倒壊などの被害を
受けたりまたは恐れがあ
る場合は､最寄りの区立
小･中学校へ避難します｡
その後､延焼拡大などで
避難所が危険になった時
は､避難場所へ移動しま
す｡

自宅が危険な場合　　　大火災
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避難方式は｢基本的な避難パターン｣を原則としますが､地域の実情や発災時の状況に応
じて､避難場所へ直接避難するなど､延焼拡大の状況等事態の推移を見守りながら､安全
の確保を図ってください｡



.災害が起こったら

○安否の伝え方
●近所に安否を伝える/救援を求

める｡

●地域の支援者が来たら､安否や

困りごとを伝え､避難の相談を
する｡

⑳避難
●自宅等が危険な場合は､避難所

(区立小･中学校)へ｡

●避難するときは､地域の支援者､

近隣の人､介護者などと一緒に｡

◎避難所で
●避難所で困ったことや具合の

悪いときは､地域の支援者や避

難所運営協議会委員､災害ボラ

ンティアなどに相談しましょう｡



日頃の備え
一般的な防炎用品の他に､心身の状況に応じて

必要なものをすぐに持ち出せるように準備して
おきましょう｡

rzBなたにとって､ないと生活できないもの｣が

必要なもので7.

移動に必要なもの

会話･連結に
必要なもの

健康･医療

家族､近所､支援者と

の相談･準備

安全対策

常用している医療品

注射器､装具など

貢重品(現金､通帳､

健康保険証など)

紙おむつ､流動食など

日頃から災害時の対応の相談

近隣との交流

耐震補強

安全な避難路の確認

家具の固定､ガラス飛散防止

(区では､家具の転倒防止器具設

置の助成事業を行なっています)

3日分の飲料水と

食料の備蓄



災害時に落ち着いて行動するために､必要なことを書い
ておきましょう｡これらは､災害ボランティアや救急隊

私の災害時覚え書き　員などによる救援時にも役立つ情報です｡

名前 生年月日 血液型

緊急連絡先(家族など)

(D　　　　　　　　②　　　　　　　　③

かかりつけ医　連絡先

介護　連絡先(介護者･ケアマネ･事業所)

担当民生･児童委員　連絡先

私の避難所(避難場所)

私の防災用品(薬品名､補助具など)

心身の状況(医療　移動　生活上の注意点など)

災害時要援護者の防災に関するご相談は　文京区危機管理室防災課　TEL 03-5803-1 1 79

災害時要援護者名簿制度

災害時に援護を必要とされる方又はその家族などの申請に基づき､区は災害時に援護が必要な方の名簿を

作成します.区や警察署､消防署､区民防災組織(町会･自治会)及び民生･児童委員が援護の必要な方

の名簿を共有し､災害時における安否確認などの支援に備えます｡

次の場合には､担当(防災課　TELO3-5803-1 179)までご連結ください｡

(力登録情報項目(住所､電話等)に変更が生じた場合　(む登録の必要がなくなった場合

島｢災害時の手引き｣書芸;芸≡芸要害≡芸喜誓書.喜oi82.Si月電話=｡｡_5803_..79


